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下妻市医療福祉費支給に関する条例（昭和４８年下妻市条例第１１号）の全部を改正す

る。 

（目的） 

第１条 この条例は、妊産婦、小児、母子家庭の母子、父子家庭の父子及び重度心身障害

者等の健康の保持増進を図るため、その医療費の一部を助成し、これらの者の生活の安

定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 妊産婦 母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１５条に規定する妊娠の届出

のあった日の属する月の初日から出産（流産を含む。）のあった日の属する月の翌月

の末日に達するまでの者 

(2) 小児 出生の日から１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者 

(3) 母子家庭の母子 次に掲げる者をいう。 

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条第１項に定

める配偶者のない女子（以下「配偶者のない女子」という。）で次に掲げる児童を

現に監護している者及びその児童 

(ア) １８歳未満の児童（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある

者を含む。） 

(イ) ２０歳未満の児童（２０歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある

者を含む。以下同じ。）で児童扶養手当法施行令（昭和３６年政令第４０５号）

別表第１に定める障害の状態にある者 

(ウ) ２０歳未満の児童で別表に定める学校に在学している者 

イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第３条に定める父母のない児童のうちアの

（ア）、（イ）及び（ウ）に掲げる児童 

ウ イに掲げる者を現に養育している配偶者のない女子又は婚姻（婚姻の届出をして

いないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）をしたことのない女

子 

(4) 父子家庭の父子 次に掲げる者をいう。 

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第２項に定める配偶者のない男子（以下「配



偶者のない男子」という。）で第３号ア（ア）、（イ）及び（ウ）に掲げる児童を

現に監護している者及びその児童 

イ 第３号イに掲げる者を現に養育している配偶者のない男子又は婚姻（婚姻の届出

をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）をしたことの

ない男子 

(5) 重度心身障害者等 次に掲げる者をいう。 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身

体障害者手帳（以下「手帳」という。）の交付を受けた者で、その障害の程度が同

法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号（以下「省令別表」という。）

の１級又は２級に該当する者（６５歳以上７５歳未満の者は、高齢者の医療の確保

に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第５０条第２号の規定による認定を受け

たものに限る。） 

イ 手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が省令別表の３級に該当し、かつ、障

害名が心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不

全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能障害とされる者（６５歳以上７５歳未満

の者は、高齢者の医療の確保に関する法律第５０条第２号の規定による認定を受け

たものに限る。） 

ウ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条に規定する児童相談所（以下

「児童相談所」という。）又は知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１

２条に規定する知的障害者の更生援護に関する相談所（以下「知的障害者更生相談

所」という。）において、知能指数が３５以下と判定された者（６５歳以上７５歳

未満の者は、高齢者の医療の確保に関する法律第５０条第２号の規定による認定を

受けたものに限る。） 

エ 手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が省令別表の３級に該当し、かつ、児

童相談所又は知的障害者更生相談所において、知能指数が５０以下と判定された者

（６５歳以上７５歳未満の者は、高齢者の医療の確保に関する法律第５０条第２号

の規定による認定を受けたものに限る。） 

オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和５０年政令第２０７号）別

表第３の１級に該当する特別児童扶養手当の支給の対象となった児童 

カ 国民年金法施行令（昭和３４年政令第１８４号）別表１級に該当する障害年金等



受給権者（６５歳以上７５歳未満の者は、高齢者の医療の確保に関する法律第５０

条第２号の規定による認定を受けたものに限る。） 

（対象者） 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象者」という。）

は、下妻市の区域内に住所を有する者で、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）、

高齢者の医療の確保に関する法律又は規則で定める社会保険各法（以下「社会保険各法」

という。）の規定により、医療に関する給付を受けることができる者（下妻市の区域外

に住所を有する者で、国民健康保険法第１１６条の２の規定により下妻市が行う国民健

康保険の被保険者となる者及び高齢者の医療の確保に関する法律第５５条の規定により

茨城県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる者であって、か

つ、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令（平成１

９年政令第３２５号）第９条の規定により下妻市がその保険料を徴収する被保険者を含

む。）のうち、前条各号のいずれかに該当するものとする。ただし、生活保護法（昭和

２５年法律第１４４号）による保護を受けている者を除く。 

（医療福祉費の支給） 

第４条 市は、対象者の疾病又は負傷（対象者が妊産婦である場合にあっては、妊娠の継

続又は安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷に限る。以下同じ。）につい

て国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による医

療に関する給付（入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。以下同じ。）が行わ

れた場合において、その給付の額（これらの法律の規定により、一部負担金の納付が定

められている場合は当該一部負担金に相当する額を控除した額とし、高額療養費が支給

されることとなる場合は当該支給されるべき額に相当する額を加えた額とし、附加給付

が行われた場合は当該附加給付額に相当する額を加えた額とする。）が当該医療に要す

る費用の額に満たないときは、規則で定める手続に従い、その者に対し、その満たない

額に相当する額を医療福祉費として支給する。この場合において、当該疾病又は負傷に

ついて児童福祉法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われるときは、その

給付の額（国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員若

しくはその被扶養者が負担すべき額を控除した額とする。）を控除した額を医療福祉費

として支給するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、対象者（重度心身障害者等を除く。）が健康保険法（大正



１１年法律第７０号）第６３条第３項各号に定める病院又は診療所（以下この項におい

て「保険医療機関等」という。）において医療を受けた場合及び同法第８８条第１項に

規定する指定訪間看護事業者（以下「指定訪問看護事業者」という。）による指定訪問

看護を受けた場合は、前項の規定により支給する額（以下「支給額」という。）から保

険医療機関等及び指定訪問看護事業者ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める額を控除するものとする。 

(1) 入院以外の医療及び指定訪問看護を受けた場合 １日につき６００円（１日の支給

額が６００円に満たない場合にあっては、その満たない額とし、同一月に同一の保険

医療機関等又は指定訪問看護事業者において２回を限度とする。） 

(2) 入院の医療を受けた場合 １日につき３００円（１日の支給額が３００円に満たな

い場合にあっては、その満たない額とし、同一月に同一の保険医療機関等において３，

０００円を限度とする。） 

３ 第１項の高額療養費は、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律若しくは

社会保険各法又はこれらの法律に基づく政令及び省令の定めるところにより算出された

額とする。 

４ 第１項の医療に要する費用の額は、健康保険に関する法令の規定による療養の給付、

保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費（健

康保険に関する法令の規定による入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。）の

対象となる医療に要する費用の額（６５歳以上の重度心身障害者等にあっては、高齢者

の医療の確保に関する法律の規定による入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除い

た医療、保険外併用療養費、医療費及び訪問看護療養費の対象となる医療に要する費用

の額）とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。 

５ 医療福祉費は、対象者の申請に基づいて支給する。ただし、市長が必要と認めた場合

は、対象者の配偶者又は親権を行う者若しくは後見人その他の者で、現に対象者を保護

する者（以下「保護者等」という。）の申請に基づいて支給することができる。 

６ 市は、対象者が規則で定める手続に従い、市が契約した健康保険法第６３条第３項各

号に定める病院若しくは診療所又は薬局（以下この項において「保険医療機関等」とい

う。）において医療を受けた場合若しくは指定訪問看護事業者による指定訪問看護を受

けた場合には、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、又は

当該指定訪問看護に関し指定訪問看護事業者に支払うべき費用をその者に代わり当該保



険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うことができる。 

７ 前項の規定による支払をしたときは、当該医療を受けた者に対し、医療福祉費を支給

したものとみなす。 

（控除額等の支給） 

第４条の２ 市は、前条第２項第１号及び第２号の規定により控除する額又は入院時食事

療養費の標準負担額を、次に掲げる者の申請に基づいて支給する。ただし、市長が必要

と認めた場合は、保護者等の申請に基づいて支給することができる。 

(1) 妊産婦（次条第１項第１号の規定に該当しない者に限る。） 

(2) 小児のうち、出生の日から６歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある

者（次条第１項第２号の規定に該当しない者に限る。） 

(3) 重度心身障害者等のうち、出生の日から６歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある者（次条第１項第４号の規定に該当しない者に限る。） 

（医療福祉費の支給制限） 

第５条 第４条の規定にかかわらず、医療福祉費は対象者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、支給しない。 

(1) 妊産婦にあっては、母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１５条に規定する

妊娠の届出のあった日において、その者若しくはその者の配偶者（婚姻の届出をして

いないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）の前年の所得

（母子保健法第１５条に規定する妊娠の届出のあった日の属する月が１月から６月ま

での者は、前々年の所得とする。以下この号について同じ。）が所得税法（昭和４０

年法律第３３号）に規定する控除対象配偶者及び扶養親族（以下「扶養親族等」とい

う。）の有無及び数に応じて、児童手当法施行令（昭和４６年政令第２８１号）第１

条に定める額に同条に規定する児童１人につき加算する額を加算した額（以下「基準

額」という。）以上であるとき、又はその者若しくはその者の配偶者の民法（明治２

９年法律第８９号）第８７７条第１項に定める扶養義務者（以下「扶養義務者」とい

う。）で主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が１，０００万円以上であ

るとき。 

(2) 小児にあっては、出生の日並びに１歳の誕生日から１５歳の誕生日までの間の誕生

日において、その父若しくは母の前年の所得（出生の日及び当該誕生日の属する月が

１月から６月までの者は、前々年の所得とする。以下この号において同じ。）が基準



額以上であるとき、又は小児の父母を除く扶養義務者で主として小児の生計を維持す

る者の前年の所得が１，０００万円以上であるとき。 

(3) 母子家庭の母子及び父子家庭の父子にあっては、対象者としての申請をした日（以

下「届出日」という。）又は７月１日現在において、そのいずれかの者の前年の所得

（届出日の属する月が１月から６月までの者にあっては、前々年の所得とする。以下

同じ。）が扶養親族等の有無及び数に応じて、７月１日（前々年の所得にあっては、

前年の７月１日）現在における国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律

第３４号）附則第２８条第１０項の規定によりその例によるものとされる同法第１条

の規定による改正前の国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第６６条第３項に基

づき、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和

６１年政令第５４号。以下「経過措置政令」という。）第４６条第４項に定める額以

上であるとき、又はその扶養義務者で主として当該母子家庭の母子及び父子家庭の父

子の生計を維持する者の前年の所得が１，０００万円以上であるとき。 

(4) 重度心身障害者等にあっては、届出日又は７月１日現在において、その者の前年の

所得が所得税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の

支給に関する法律施行令第２条第１項に定める額に５３万３，０００円を加えた額以

上であるとき、又はその者の配偶者若しくはその扶養義務者で主としてその者の生計

を維持する者の前年の所得が所得税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて、

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第２条第２項に定める額以上であると

き。 

２ 前項各号に規定する所得の額は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１３条

第１項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第３３条の３

第５項において準用する同条第１項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附

則第３４条第４項において準用する同条第１項に規定する課税長期譲渡所得の金額、同

法附則第３５条第５項において準用する同条第１項に規定する課税短期譲渡所得の金額

並びに同法附則第３５条の４第４項において準用する同条第１項に規定する先物取引に

係る雑所得等の金額（同法附則第３５条の４の２第７項において準用する同条第１項の

規定の適用がある場合は、その適用後の金額）の合計額とする。ただし、前項第１号及

び第２号に規定する基準額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は、児童手当法

施行令第２条及び第３条の規定の例によるものとし、前項第３号に規定する経過措置政



令第４６条第４項に定める額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は、国民年金

法施行令第６条及び第６条の２の規定並びに経過措置政令第４６条第７項の規定の例に

よるものとし、前項第４号に規定する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第

２条第１項に定める額及び同条第２項に定める額の算出に当たっての所得の範囲及び計

算方法は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第５条の規定の例によるもの

とする。 

３ 第１項各号に規定する前年の所得の生じた翌年の１月１日以後において、対象者又は

配偶者若しくは対象者の扶養義務者の財産について地方税法第３１４条の２第１項第１

号に規定する災害等による損失があったとき、又は対象者若しくは配偶者若しくは対象

者の扶養義務者に係る同項第２号に規定する医療費の支払が多額となったときは、規則

で定めるところにより計算した額を前年の所得から控除して計算するものとする。 

（届出） 

第６条 対象者又は保護者等は、規則で定める事項について、速やかに市長に届け出なけ

ればならない。 

（譲渡又は担保の禁止） 

第７条 この条例による医療福祉費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供しては

ならない。 

（医療福祉費の返還） 

第８条 市長は、対象者の疾病又は負傷に関し、対象者又は保護者等が損害賠償を受けた

ときは、その価額の限度において、医療福祉費の全部若しくは一部を支給せず、又は既

に支給した医療福祉費を返還させることができる。 

２ 市長は、偽りその他不正行為によって、この条例による医療福祉費の支給を受けた者

があるときは、その者から、その支給を受けた額の全部又は一部を返還させることがで

きる。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和５２年１月１日から施行する。 

（経過規定） 



２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例

（以下「旧条例」という。）により医療福祉費の支給の対象者となっている者で、旧条

例第２条第１号に規定するものについては、その者が１歳に達するまで、旧条例第２条

第２号から第４号までに規定するものについては、昭和５２年６月３０日までの間は、

なお従前の例による。 

（千代川村の編入に伴う経過措置） 

３ 千代川村の編入の日前に、診療のあった医療福祉費の支給については、なお千代川村

医療福祉費支給に関する条例（昭和５１年千代川村条例第２４号）の例による。 

付 則（昭和５８年条例第２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和５８年２月１日から施行する。 

（経過規定） 

２ この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。 

付 則（昭和５９年条例第２６号） 

１ この条例は、昭和５９年１０月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例によ

る。 

付 則（昭和６１年条例第２７号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 昭和６０年８月１日からこの条例の施行日前までの間に、この条例による改正前の下

妻市医療福祉費支給に関する条例第３条の対象者となった者については、その対象者と

なった日からこの条例による改正後の下妻市医療福祉費支給に関する条例第５条の規定

を適用する。 

付 則（平成３年条例第１５号） 

１ この条例は、平成３年７月１日から施行する。 

２ この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の下妻市医療福祉費支給に関する条例第５条第１項第１号の規

定は、平成３年７月１日以降に出生した乳児について適用し、同日前に出生した乳児に

ついては、なお従前の例による。 

付 則（平成６年条例第１９号） 



１ この条例は、平成６年１０月１日から施行する。 

２ この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。 

付 則（平成７年条例第７号） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成６年１０月１日から適用する。 

２ この条例の適用日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。 

付 則（平成７年条例第２８号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条第１号イ、第５条第１項第１号

及び第２号並びに同条第２項の改正規定は、平成８年１月１日から施行する。 

２ この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。 

付 則（平成８年条例第１８号） 

１ この条例は、平成９年１月１日から施行する。 

２ この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。 

付 則（平成９年条例第１７号） 

１ この条例は、平成１０年１月１日から施行する。 

２ この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例による。 

付 則（平成１０年条例第２５号） 

１ この条例は、平成１０年１１月１日から施行する。ただし、第２条第３号エの改正規

定は、平成１０年４月１日から適用する。 

２ この条例の適用年月日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例によ

る。 

付 則（平成１１年条例第１２号） 

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

付 則（平成１２年条例第１４号） 

この条例は、平成１２年４月１から施行する。 

ただし、第５条第２項の改正規定は、公布の日から施行する。 

付 則（平成１３年条例第１９号） 

１ この条例は、平成１３年４月１日から施行し、この条例による改正後の下妻市医療福

祉費支給に関する条例第４条第１項及び第４項の規定は、平成１３年１月１日から適用

する。 

２ この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例による。 



付 則（平成１５年条例第１０号） 

１ この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行前になされた診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例

による。 

付 則（平成１７年条例第１７号） 

１ この条例は、平成１７年１１月１日から施行する。 

２ この条例の適用年月日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例によ

る。 

３ 平成１７年１１月１日から平成１９年３月３１日までの間に給付を受けた重度心身障

害者等に係る入院時食事療養費については、改正後の条例第４条第１項の規定にかかわ

らず、標準負担額の二分の一の額を医療福祉費として支給するものとする。 

付 則（平成１７年条例第６７号） 

この条例は、平成１８年１月１日から施行する。 

付 則（平成１８年条例第２４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の適用年月日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例によ

る。 

付 則（平成１９年条例第１９号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の適用年月日前の診療に係る医療福祉費支給については、なお従前の例によ

る。 

付 則（平成２０年条例第８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。ただし、第５条第１項第４号の改正

規定及び同条第２項の改正規定は平成２０年７月１日から、別表第１の改正規定は公布

の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前になされた診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例



による。 

３ この条例による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例第３条の規定による対象

者であって、健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）第７条の

規定による改正前の老人保健法第２５条第７項の規定により下妻市が医療を行っていた

ものについては、平成２０年６月３０日までの間において、改正後の下妻市医療福祉費

支給に関する条例第３条の規定にかかわらず、医療福祉費を支給するものとする。 

付 則（平成２１年条例第６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２１年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前になされた診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例

による。 

３ この条例による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例（以下「改正前の条例」

という。）第３条の規定による対象者であった妊産婦であって、改正前の条例第４条の

規定による下妻市が医療福祉費の支給を行っていたものについては、出産（流産を含む。）

のあった日の属する月の翌月の末に達するまでの間において、この条例による改正後の

下妻市医療福祉費支給に関する条例第３条の規定にかかわらず、改正前の条例第４条の

規定による医療福祉費を支給するものとする。 

付 則（平成２２年条例第５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前になされた診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例

による。 

付 則（平成２２年条例第１４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前になされた診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例

による。 



付 則（平成２３年条例第８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前になされた診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例

による。 

付 則（平成２４年条例第７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年１０月１日から施行する。ただし、第２条第５号ウの改正規

定は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前になされた診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例

による。 

付 則（平成２６年条例第３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前になされた診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例

による。 

付 則（平成２６年条例第１７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前になされた診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例

による。 

付 則（平成２８年条例第１５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前になされた診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前の例



による。 

別表（第２条関係） 

１ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する高等学校（同法第５４条

に規定する通信制の課程並びに同法第５８条に規定する専攻科及び別科を除く。） 

２ 学校教育法第１条に規定する中等教育学校の後期課程（同法第７０条において準用

する同法第５４条に規定する通信制の課程並びに同法第５８条に規定する専攻科及び

別科を除く。） 

３ 学校教育法第１条に規定する高等専門学校（第４学年以上の者を除く。） 

４ 学校教育法第１条に規定する特別支援学校の高等部 

５ 学校教育法第１２５条に規定する専修学校の高等課程 

６ 学校教育法第１３４条に規定する各種学校のうち外国人学校高等部 



○下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則 

昭和５１年１２月２４日 

規則第２４号 

改正 昭和５８年３月１５日規則第１号 

昭和５９年９月２８日規則第１６号 

昭和６２年３月３０日規則第５号 

平成３年６月２７日規則第８号 

平成４年１月２０日規則第４号 

平成６年１０月１９日規則第１３号 

平成７年３月３１日規則第１０号 

平成７年７月７日規則第２２号 

平成８年９月２６日規則第１５号 

平成９年８月２９日規則第２６号 

平成１０年１０月３０日規則第２１号 

平成１１年３月３１日規則第２４号 

平成１１年８月５日規則第３４号 

平成１２年３月３１日規則第１３号 

平成１２年１２月２８日規則第４１号 

平成１３年３月３０日規則第１６号 

平成１５年３月２６日規則第１３号 

平成１７年１０月３１日規則第３６号 

平成１７年１２月２８日規則第９３号 

平成１８年５月２５日規則第２０号 

平成１９年９月２８日規則第２８号 

平成２０年３月３１日規則第１３号 

平成２１年６月３０日規則第１８号 

平成２２年９月３０日規則第２７号 

平成２３年３月１０日規則第６号 

平成２４年９月２５日規則第２９号 

平成２６年９月１０日規則第１３号 



平成２８年３月２５日規則第５号 

下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則（昭和４８年市規則第１０号）の全部を改

正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、下妻市医療福祉費支給に関する条例（昭和５１年下妻市条例第２９

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（社会保険各法） 

第２条 条例第３条の規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。 

(1) 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

(2) 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

(3) 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

(4) 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

(5) 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

（医療福祉費受給者証の交付申請） 

第３条 条例第４条の規定による医療福祉費の支給を受けようとする者は、医療福祉費受

給者証交付申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 

(1) 条例第５条第１項の規定に該当するもので、同条第３項の規定により医療福祉費の

支給を受けられる場合は、同項に規定する事実を証明するに足る書類 

(2) 転入者にあっては、条例第５条に規定する所得を証明するに足る書類 

３ 第１項の申請書を提出するにあたっては、次の各号に定める書類を提示し、又は提出

しなければならない。 

(1) 国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保

険者、組合員、被扶養者にあっては、その旨を証する書類 

(2) 条例第２条第１号に該当する者にあっては、その妊娠を証する書類 

(3) 条例第２条第３号及び第４号に該当する者にあっては、市長が定める書類 

(4) 条例第２条第３号ア（イ）に該当する者にあっては、同号に定める障害の程度を証

する書類 

(5) 条例第２条第３号ア（ウ）に該当する者にあっては、在学を証する書類 

(6) 条例第２条第５号に該当する者にあっては、同号に定める障害の程度を証する書類 



４ 条例第３条に規定する対象者に該当する期間内にあり、医療福祉費受給者証（様式第

２号）に記載された有効期間を更新しようとする場合において、申請書に記載すべき全

ての事項について、公簿等により確認することができるときは、申請書の提出を省略す

ることができるものとする。 

（受給者証の交付） 

第４条 市長は、前条に規定する申請書に基づいて条例第３条に規定する対象者（以下「対

象者」という。）であり条例第５条第１項各号に該当する者でないことを確認したとき

は、申請者が妊産婦以外の者である場合にあっては医療福祉費受給者証を、妊産婦であ

る場合にあっては妊産婦医療福祉費受給者証（様式第２号の２）を交付するものとする。 

（受給者証の再交付申請） 

第５条 医療福祉費受給者証又は妊産婦医療福祉費受給者証（以下「受給者証」と総称す

る。）の交付を受けている者（以下「受給者」という。）又は条例第４条第５項に規定

する保護者等（以下「保護者等」という。）は、受給者証を破り、よごし、又は失った

ときは、医療福祉費受給者証再交付申請書（様式第３号）を提出して、その再交付を申

請することができる。 

２ 受給者証を破り、又はよごした場合には、前項の申請書にその受給者証を添えなけれ

ばならない。 

３ 受給者又は保護者等は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したと

きは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。 

（医療福祉費の支給申請） 

第６条 条例第４条第５項の規定による申請は、医療福祉費支給申請書（様式第４号）を

市長に提出して行うものとする。 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 

(1) 条例第４条第６項に規定する保険医療機関等（以下「保険医療機関等」という。）

の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若し

くは附加給付金の支給証明書 

(2) その他市長が必要と認める書類 

３ 第１項の申請書を提出するにあたっては、受給者証を提示しなければならない。 

（支給の決定） 

第７条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ当該申請に係る支



給額を決定し、医療福祉費支給決定通知書（様式第５号）により、申請者に通知するも

のとする。 

（受療の手続） 

第８条 対象者は、条例第４条第６項の規定による医療又は指定訪問看護を受けようとす

るときは、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に被保険者証又は組合員証及び受給

者証を提示しなければならない。 

（控除額等の支給申請） 

第８条の２ 条例第４条の２の規定による申請は、医療福祉費自己負担金支給申請書（様

式第６号）を市長に提出して行うものとする。 

２ 前項の申請は、対象者（重度心身障害者等を除く。この項及び次条において同じ。）

の受給者証の有効期間内における条例第４条第２項の規定により控除する額の支給に係

るものとし、対象者又は保護者等は同項に規定する医療等を受ける前に当該申請をでき

るものとする。 

（控除額の支給） 

第８条の３ 市長は、前条第１項の申請を受理し、対象者が条例第４条第２項に規定する

医療等を受け控除額が発生した場合には、対象者の受給者証の有効期間内の月ごとに、

当該月の控除額に相当する額を後日支払うこととする。 

（災害等による損失等の計算の方法） 

第９条 条例第５条第３項に規定する規則で定める額は、老人保健法の施行に伴う関係政

令の整備等に関する政令（昭和５８年政令第６号）第８条の規定による改正前の老人福

祉法施行令（昭和３８年政令第２４７号）第４条第３項及び第４項の例により計算する

ものとする。 

（届出事項等） 

第１０条 条例第６条の規則で定める届出事項は、受給者又は保護者等に関し、次の各号

に定める事項に変更があった場合とし、同条による届出は医療福祉費受給資格等変更届

（様式第７号）に受給者証を提示して行うものとする。 

(1) 氏名 

(2) 住所 

(3) 条例第５条に規定する扶養義務者 

(4) 条例第５条に規定する所得の額 



(5) 条例第２条第１号に定める者の支払い口座等 

(6) 条例第２条第３号ア（イ）に定める者の障害の程度 

(7) 条例第２条第３号ア（ウ）に定める者の在学の状況 

(8) 条例第２条第５号に定める者の障害の程度 

(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険（以下「加入保険」という。）の

世帯主又は被保険者若しくは組合員 

(10) 対象者の加入保険の被保険者及びその所在地若しくは名称 

（第三者の行為による被害の届出） 

第１１条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、受給

者又は保護者等は、第三者の行為による被害届（様式第８号）を速やかに市長に提出し

なければならない。 

（添付書類の省略） 

第１２条 市長は、この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明す

べき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることが

できる。 

（受給者証の返還） 

第１３条 受給者が、条例第３条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は、速やか

に受給者証を市長に返還しなければならない。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和５２年１月１日から施行する。 

（経過規定） 

２ 改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則（以下「旧規則」という。）第

４条の規定により交付された医療福祉費受給者証は、この規則第４条の規定により交付

されたものとみなし、旧規則の規定に基づいてなされている申請、届出その他の手続は

この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。 

（千代川村の編入に伴う経過措置） 

３ 千代川村の編入の日前に、診療のあった医療福祉費の支給については、なお千代川村

医療福祉費支給に関する条例施行規則（昭和５２年千代川村規則第５号）の例による。 

付 則（昭和５８年規則第１号） 



１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第６号に係る改正規定は、昭和５

８年４月１日以降の診療分から適用する。 

２ この規則による改正後の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわ

らず、この規則による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定によ

る様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。 

付 則（昭和５９年規則第１６号） 

１ この規則は、昭和５９年１０月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定に基づく

様式については、なお使用することができる。ただし、下妻市医療福祉費支給に関する

条例（下妻市条例第２４号）第３条の規定に基づき、この規則の施行日以後の新たな対

象者に関する様式第６号に係る改正規定を除く。 

付 則（昭和６２年規則第５号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわ

らず、この規則による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定によ

る様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。 

付 則（平成３年規則第８号） 

この規則は、平成３年７月１日から施行する。 

付 則（平成４年規則第４号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわ

らず、この規則による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定によ

る様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。 

付 則（平成６年規則第１３号） 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成６年１０月１日から適用する。 

２ この規則による改正後の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわ

らず、この規則による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定によ

る様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。 

付 則（平成７年規則第１０号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 



２ この規則による改正後の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわ

らず、この規則による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定によ

る様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。 

付 則（平成７年規則第２２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成８年規則第１５号） 

この規則は、平成９年１月１日から施行する。 

付 則（平成９年規則第２６号） 

１ この規則は、平成１０年１月１日から施行する。ただし、様式第６号の改正規定は、

平成９年９月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわ

らず、この規定による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則による様式

については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。 

付 則（平成１０年規則第２１号） 

この規則は、平成１０年１１月１日から施行する。 

付 則（平成１１年規則第２４号） 

１ この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわ

らず、この規則による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定によ

る様式については、所要の補正をした上、なお使用することができる。 

付 則（平成１１年規則第３４号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわ

らず、この規則による改正前の下妻市医療福祉に関する条例施行規則の規定による様式

については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。 

付 則（平成１２年規則第１３号） 

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

付 則（平成１２年規則第４１号） 

１ この規則は、平成１３年１月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわ



らず、この規則による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定によ

る様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。 

付 則（平成１３年規則第１６号） 

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

付 則（平成１５年規則第１３号） 

１ この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわ

らず、この規則による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定によ

る様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。 

付 則（平成１７年規則第３６号） 

１ この規則は、平成１７年１１月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわ

らず、この規則による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定によ

る様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。 

付 則（平成１７年規則第９３号） 

この規則は、平成１８年１月１日から施行する。 

付 則（平成１８年規則第２０号） 

この規則は、平成１８年７月１日から施行する。 

付 則（平成１９年規則第２８号） 

この規則は、平成１９年１０月１日から施行する。 

付 則（平成２０年規則第１３号） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわ

らず、この規則による改正前の下妻市医療福祉支給に関する条例施行規則の規定による

様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。 

付 則（平成２１年規則第１８号） 

１ この規則は、平成２１年７月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわ

らず、この規則による改正前の下妻市医療福祉支給に関する条例施行規則の規定による

様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。 



付 則（平成２２年規則第２７号） 

１ この規則は、平成２２年１０月１日から施行し、改正後の様式第１号のうち保険種別

の内容、様式第２号及び様式第７号は、平成２２年４月１日から適用する。 

２ この規則による改正後の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわ

らず、この規則による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定によ

る様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。 

付 則（平成２３年規則第６号） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわ

らず、この規則による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定によ

る様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。 

付 則（平成２４年規則第２９号） 

１ この規則は、平成２４年１０月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわ

らず、この規則による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定によ

る様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。 

付 則（平成２６年規則第１３号） 

１ この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわ

らず、この規則による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定によ

る様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。 

付 則（平成２８年規則第５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行の日（平成２８年４

月１日）から施行する。 

（経過措置） 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、

この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申

請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、第２条の規定による改正前の下妻市情報公開条例施行規則、第



３条の規定による改正前の下妻市個人情報保護条例施行規則、第５条の規定による改正

前の下妻市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第７条の規定による改正前の下

妻市市税条例施行規則、第８条の規定による改正前の下妻市生活保護法施行細則、第９

条の規定による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第１０条の規定

による改正前の下妻市児童手当事務処理規則、第１１条の規定による改正前の下妻市障

害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第１２条の規定による改正前の下妻

市ひとり親家庭等児童学資金支給条例施行規則、第１３条の規定による改正前の下妻市

基準該当障害福祉サービスを行う事業者の登録に関する規則、第１４条の規定による改

正前の下妻市老人福祉法施行細則、第１５条の規定による改正前の下妻市ねたきり老人

等福祉手当支給条例施行規則、第１６条の規定による改正前の下妻市土砂等による土地

の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第１７条の規定による改正前の

下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第１８条の規定による改正前の下妻市国民

健康保険条例施行規則、第１９条の規定による改正前の下妻市介護保険料の減免に関す

る規則、第２０条の規定による改正前の下妻市道路管理及び道路占用に関する規則、第

２１条の規定による改正前の下妻市法定外公共物管理条例施行規則、第２２条の規定に

よる改正前の下妻市土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務取

扱規則、第２３条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築

認定事務取扱規則、第２４条の規定による改正前の下妻市公共下水道事業受益者負担に

関する条例施行規則及び第２５条の規定による改正前の下妻市保育の利用に関する規則

に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、な

お使用することができる。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第３条、第４条関係） 

様式第２号の２（第４条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第８条の２関係） 

様式第７号（第１０条関係） 

様式第８号（第１１条関係） 

 

 


